
労働者派遣法に基づくマージン率の公開について 

（労働者派遣事業報告書（年度報告）２０２６年３月期より） 

 

改正労働者派遣法に基づき、当社における労働者派遣事業に関する情報提供をいたします 

派遣労働者数 ６８人 

派遣先事業所数（実数） ４事業所 

マージン率 ４３．１％ 

労働者派遣に関する料金の額の平均額 ３１，５５８円（８時間 全業務平均） 

派遣労働者の賃金の平均額 １７，９３９円（８時間 全業務平均） 

マージンに含まれるもの 

 ①福利厚生費 ： 派遣労働者が取得する有給休暇、健康診断費用、作業服、作業工具費 

 ②社会保険料 ： 雇用主負担の労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険 

 ③教育研修費 ： 各種免許、技能講習、特別教育受講費用 

 ④事業運営費 ： 営業活動諸費用（人件費含む）、事務所費（賃貸料・通信料・光熱費）、社有車費 

 ⑤営業利益 

 

派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

訓練内容 

訓練種別 対象となる派遣労働者 

雇入時・派遣中・待機中など  

訓練方法 

OJT・OFF-JT 

訓練費用負担額 

無償・有償 

賃金支給 

有給・無給 

○ 新規採用者教育 雇入時 OFF-JT 無償 有給 

○ 放射線防護に係る基礎知識教育 雇入時 OFF-JT 無償 有給 

○ 技能訓練 派遣中 OJT 無償 有給 

○ OA 機器操作訓練 待機中 OFF-JT 無償 有給 

○ ワークスタイル多様化研修 入社３年目 OFF-JT 無償 有給 

○ 職長教育 入社５年目 OFF-JT 無償 有給 

キャリアコンサルティング相談窓口及び連絡先  相談窓口 小堂 剛  電話番号 0770-77-2137 

 

その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項 

  ● 作業服貸与  ● ４０歳以上の生活習慣病予防検診会社全額負担 

  ● 社有車での送迎あり（会社駐車場から現地まで）  ● 資格取得支援あり 

  ● 住宅支援制度あり（遠隔地からの通勤者に限る） 

 

派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 

  □ 労使協定を締結していない 

  ☑ 労使協定を締結している（協定書の有効期限の終期 ：２０２７年３月３１日） 

    ・協定労働者の範囲（派遣労働に就業する者全て） 

会 社 名  株式会社ジェット 
許 可 番 号  派１８－３００１４４ 


